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動
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の
多
頭
飼
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崩
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に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

ペ
ッ
ト
を
飼
育
す
る
こ
と
は
、
健
康
的
な
生
活
や
ス
ト
レ
ス
の
解
消
に
繋
が
る
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の
思
い
や
り
や

責
任
感
が
育
つ
な
ど
、
家
族
全
体
の
幸
福
度
に
も
寄
与
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
令
和
元
年
の
環
境
省
の
「
令
和
元
年
度
社
会
福
祉
施
策
と
連
携
し
た
多
頭
飼
育
対
策
推
進
事
業
ア
ン
ケ
ー
ト
」
で

は
、
平
成
三
十
年
度
に
ペ
ッ
ト
の
多
頭
飼
育
に
対
す
る
苦
情
の
あ
っ
た
世
帯
数
は
全
国
で
二
千
百
四
十
九
件
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
お
よ
そ
三
分
の
一
が
十
頭
以
上
の
飼
育
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
令
和
元
年
の
内
閣
府
に
よ
る
「
環
境
問
題

に
関
す
る
世
論
調
査
」
で
は
、
人
間
と
ペ
ッ
ト
が
共
生
す
る
社
会
の
実
現
に
向
け
た
施
策
に
つ
い
て
、
飼
い
主
の
迷
惑
行
為
に

対
す
る
規
制
や
指
導
を
強
め
る
べ
き
と
い
う
意
見
が
最
多
で
五
十
四
・
四
％
と
な
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
環
境
省
は
、
令
和
三
年
三
月
に
「
人
、
動
物
、
地
域
に
向
き
合
う
多
頭
飼
育
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

～
社
会
福
祉
と
動
物
愛
護
管
理
の
多
機
関
連
携
に
向
け
て
～
」
を
発
表
し
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
に
対
し
多
頭
飼

育
対
策
を
呼
び
掛
け
て
い
る
。
多
頭
飼
育
に
よ
っ
て
、
飼
い
主
の
生
活
状
況
の
悪
化
、
動
物
の
状
態
の
悪
化
、
周
辺
の
生
活
環

境
の
悪
化
が
発
生
す
る
た
め
、
予
防
、
発
見
、
発
見
後
対
応
、
再
発
防
止
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

環
境
省
に
よ
る
と
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
後
に
賛
同
や
評
価
の
声
が
あ
る
と
同
時
に
、
一
方
で
は
不
満
や
ク
レ
ー
ム
も
寄
せ



 

２ 

 

ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
現
場
で
実
際
に
多
頭
飼
育
の
改
善
に
取
り
組
む
職
員
や
動
物
愛
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
、
問
題
解
決
へ
と

進
め
ら
れ
る
よ
う
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

多
頭
飼
育
が
発
生
し
た
場
合
、
一
朝
一
夕
で
は
解
決
で
き
な
い
。
自
治
体
職
員
は
現
場
に
何
度
も
足
を
運
び
、
飼
い
主
と

信
頼
関
係
を
構
築
し
て
話
を
聞
く
必
要
が
あ
る
。
福
祉
部
門
と
の
連
携
が
必
要
な
場
合
も
多
く
、
公
衆
衛
生
や
動
物
を
担
当

す
る
保
健
所
だ
け
で
の
解
決
は
難
し
い
た
め
、
実
際
に
は
基
礎
自
治
体
の
職
員
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
権

限
、
財
源
、
ノ
ウ
ハ
ウ
等
を
直
接
、
一
般
市
を
は
じ
め
と
し
た
基
礎
自
治
体
に
も
与
え
て
、
都
道
府
県
は
そ
れ
を
フ
ォ
ロ
ー

す
る
体
制
の
方
が
良
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。 

二 

飼
い
主
に
対
す
る
指
導
に
つ
い
て
、
内
閣
府
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
あ
る
と
お
り
規
制
や
指
導
を
強
め
て
欲
し
い
と
い
う
意

見
が
多
い
。
特
に
多
頭
飼
育
崩
壊
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
飼
い
主
は
、
行
政
や
動
物
愛
護
団
体
の
介
入
を
拒
む
ケ
ー
ス
が
多

い
の
で
、
行
政
の
調
査
や
立
ち
入
り
に
関
す
る
権
限
を
強
化
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。 

三 

動
物
の
飼
育
状
況
の
改
善
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
動
物
の
飼
育
に
必
要
な
費
用
は
飼
い
主
が
担
う
も
の
で
あ
る

た
め
公
費
等
の
負
担
は
最
小
限
に
す
べ
き
と
あ
る
。
ま
た
、
去
勢
・
避
妊
手
術
費
、
皮
膚
病
等
の
治
療
費
な
ど
に
つ
い
て
、

支
援
し
て
く
れ
る
自
治
体
や
民
間
団
体
も
存
在
す
る
と
あ
る
。
多
頭
飼
育
崩
壊
に
行
政
が
介
入
し
て
保
護
し
た
ペ
ッ
ト
の
多
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く
は
、
動
物
愛
護
団
体
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
引
き
取
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
引
き
取
っ
て
く
れ
た
団
体
・
個
人

に
全
て
負
担
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
去
勢
・
避
妊
手
術
等
の
費
用
を
国
や
自
治
体
が
一
定
程
度
支
援
す
べ
き
と
考
え
る
が
、

政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。 

四 

周
辺
の
生
活
環
境
の
改
善
に
つ
い
て
、
近
隣
の
住
民
に
と
っ
て
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
害
虫
、
悪
臭
、
騒
音
な
ど
、
不

衛
生
な
環
境
に
よ
る
健
康
被
害
や
、
精
神
的
苦
痛
、
地
価
の
下
落
な
ど
の
影
響
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
多
頭
飼
育
崩
壊

を
起
こ
し
て
い
る
飼
い
主
は
、
損
害
賠
償
な
ど
を
行
う
経
済
力
が
無
い
こ
と
が
多
い
。
行
政
は
、
多
頭
飼
育
を
見
逃
し
て
い

た
と
い
う
責
任
に
鑑
み
、
被
害
に
あ
っ
た
近
隣
住
民
に
対
し
て
、
支
援
制
度
の
紹
介
は
も
と
よ
り
、
一
定
の
補
償
な
ど
も
必

要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


